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注）国、県からの派遣職員を含んでいます。

 一般職の部門別職員数（各年 4 月 1 日現在　単位：人）

部　　門 区　分
職 員 数

対前年比
21 年 22 年

一般行政部門

議　会 10 10 0

総　務 242 229 △ 13

税　務 61 59 △　2

民　生 188 195 　7

衛　生 80 74 △　6

労　働 0 0 0

農　林 86 82 △　4

商　工 26 25 △　1

土　木 94 91 △   3

小　計 787 765 △ 22

特別行政部門 教　育 276 247 △ 29

普通会計合計 1,063 1,012 △ 51

公営企業等

　会計部門

病　院 806 813 7

水　道 58 55 △　3

下水道 25 24 △　1

その他 41 43 2

小　計 930 935 5

合　　計 1,993 1,947 △ 46

注 )　職員数は、地方公務員の身分を有する休職者・派遣職員を

含み、特別職（市長・議員など）、臨時・非常勤職員は含まれません。

 職員の採用状況 
　( 平成 21 年 4 月 2 日～平成 22 年 4 月 1 日採用者数　単位：人 )

区　分
市 役 所 ・ 水 道 部 市民病院

男 女 計 男 女 計

職　種

行　政 13 4 17 0 3 3

医　師 0 0 0 16 6 22

看護師 0 0 0 4 23 27

医療技術系 0 0 0 7 9 16

計 13 4 17 27 41 68

1 職員の任免および職員数の状況
 職員の退職の状況　　　　　（平成 21 年度中　単位：人 )

区　　分
市役所・水道部 市民病院

男 女 計 男 女 計

定年退職 23 16 39 1 6 7

勧奨退職 10 6 16 2 6 8

そ の 他 9 2 11 18 32 50

計 42 24 66 21 44 65

（1） 級別職員数　　 （平成 22 年 4 月 1 日現在　単位：人）

① 市役所・水道部
ア 行政職

区　分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

計標準的な
職務内容

主事
技師

主事
技師

係長
主査

課長補佐
主幹

課長補佐
主幹

課長
副参事

部長
参事

職員数（人） 20 85 411 188 215 81 19 1,019

構成比（％） 2.0 8.3 40.3 18.5 21.1 7.9 1.9 100

イ 技能労務職

区　分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級
計標準的な

職務内容
技能員 技能員 技能員 技能員 技能員

職員数（人） 0 2 62 29 22 115

構成比（％） 0 1.8 53.9 25.2 19.1 100

② 市民病院
ア 医師

区　分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級

計標準的な
職務内容

医　員
科　長 
副科長 
医　員

副院長 
部　長
副部長 
科　長

分院長 
所　長 
副院長 
　ほか

院　長
局　長

職員数（人） 12 35 16 20 2 85

構成比（％） 14.1 41.2 18.8 23.5 2.4 100

イ 医療技術系

区　分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

計標準的な
職務内容

技 師
薬剤師 
技 師

主任薬剤師 
係 長  
主任技師 
技 師

 副薬剤長 
 副技師長 
 主任薬剤師 
    ほか

薬剤長 
副薬剤長 
技師長 
副技師長

部　長
薬剤長 
技師長

職員数（人） 26 64 19 17 17 4 147

構成比（％） 17.7 43.5 12.9 11.6 11.6 2.7 100

　2 給与の状況

ウ 看護師系

区　分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

計標準的な
職務内容

准看護師
助産師 
看護師 
准看護師

看護師長 
副看護師長 
主任看護師 
　　　ほか

看護師長 
副看護師長 
主任看護師 
       ほか

看護部長 
副看護部長 
看護科長

総看護部長
看護部長

職員数（人） 3 272 130 53 17 1 476

構成比（％） 0.6 57.2 27.3 11.1 3.6 0.2 100

エ 行政職

区　分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

計標準的な
職務内容

主事
技師

主事
技師

係長
主査

課長補佐
主幹

課長補佐
主幹

課長
副参事

部長
参事

職員数（人） 9 20 30 6 14 8 3 90 

構成比（％） 10.0 22.2 33.3 6.7 15.6 8.9 3.3 100

オ 技能労務職

区　分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級

計標準的な
職務内容

技能員 技能員 技能員 技能員 技能員

職員数（人） 0 8 4 2 1 15

構成比（％） 0.0 53.3 26.7 13.3 6.7 100

注 )「標準的な職務内容」とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。

(2) 平均給与月額等の状況　　  （平成 22 年 4 月 1 日現在）

区　　　分 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

市役所　

・水道部

行政職 334,427 円 370,551 円 45 歳   0 月

技能労務職 290,487 円 310,169 円 49 歳   6 月

市民病院

医師 467,964 円 1,304,780 円 44 歳　0 月

医療技術系 259,525 円 322,654 円 36 歳　1 月

看護師系 276,859 円 338,399 円 38 歳　9 月

行政職 303,059 円 360,776 円 41 歳　8 月

技能労務職 238,881 円 279,424 円 38 歳　8 月

注 )「給与」＝「給料」＋「手当」

(3) 初任給　　　　　　　　　　 （平成22年4月1日現在）

職　種 区　分 初　任　給

行 政 職
大学卒 172,200 円 

高校卒 140,100 円 

労 務 職
高校卒 137,200 ～ 183,700 円

中学卒 121,600 ～ 158,600 円

医　　師 － 308,800 円 

医療技術系 － 140,300 ～ 178,200 円

看護師系 － 153,300 ～ 198,300 円

(4) 期末・勤勉手当　　　　　　（平成 22 年 4 月 1 日現在）

支 給 時 期 期 末 手 当 勤 勉 手 当 計

  ６月期 1.25 月分 0.70 月分 1.95 月分

12 月期 1.50 月分 0.70 月分 2.20 月分

計 2.75 月分 1.4 月分 4.15 月分

(5) 特殊勤務手当　　　　　　　　　　　( 平成 21 年度中）

① 市民病院

区　　　　分 全　職　種

職員全体に占める手当支給職員の割合 68.6%

支給対象職員１人当たり平均支給年額 770,717 円

手当種類 内　容　等 支 給 額 備考

結核病棟及び
伝染病棟勤務手当

1 日　150 円 看護師等

危険手当

1 放射線技師、検査技師 月額　3,000 円

2 放射線助手、検査助手 月額　2,000 円

3 レントゲン透視 1 回　　　80 円

夜間看護手当

1 その勤務時間が深夜の全部を含む勤務の場合 1 回　6,800 円

病棟に勤
務する助
産 師、 看
護師等

2 深夜の勤務時間が４時間以上６時間未満の場合 1 回　3,300 円

3 　　 〃　　    ２時間以上４時間未満の場合 1 回　2,900 円

4 　　 〃　　    2 時間未満の場合 1 回　2,000 円

5 本院の二交代制による深夜勤務 1 回　8,200 円

6 勤務交替に伴う事情に特別の考慮を
　必要と院長が認める場合の加算額

1 回　1,140 円

待機手当 1 回　2,000 円
薬剤師、
看護師等

医務手当 給料月額の30/100 医師

緊急業務特別

手当

気管挿管等による閉鎖循環式全身麻酔を実施した場合

麻酔科以
外の医師

1 麻酔実施医師の属する診療科の患者の場合 1 件　11,000 円

2 麻酔実施医師の属する診療科以外の患者の場合 1 件　16,500 円

研究手当 月額　30,000 円 医師

助産師調整手当 月額 　6,500 円 助産師

緊急業務手当 実働に応じ算出

解剖補助手当

1  8 時 30 分～ 17 時までに勤務した場合 1 件　7,000 円
解剖業務
従事者

2 正規の勤務時間を 1 時間以上超過した場合 1 件　8,000 円

3 正規の勤務時間以外に勤務した場合 1 件　9,000 円

文書手当
1 各種診断書作成 診断書料の 20％の額

医師
2 治験及び市販後調査に関する文書作成 当該文書料の 60％の額

院外業務手当
国、地方公共団体、学校その他公的機関
での健康診断、予防接種等の医療活動

当該報酬額の80％
に相当する額

医師等

休日夜間手当

第 2 次診療等の業務に従事した者

1 医師 1 回　38,000 円

2 看護部長、副看護部長、看護科長、看護師長 1 回　12,500 円

3 看護師、薬剤師、放射線技師、
　検査技師及び事務職員

1 回　10,500 円
事 務 職 員 の 5
時間未満の手当
額は 5,000 円

4 薬剤師（半日直） 1 回　5,000 円

地域活動手当 分院・診療所に勤務する医師 給料月額の 5/100

診療応援手当

1 ３時間以上の応援業務に従事した場合 1 回　13,000 円

医師等

2 ３時間未満の応援業務に従事した場合 1 回　8,000 円

3 宿日直から引き続く５時間未満
   の応援業務に従事した場合

1 回　6,000 円

4 ５時間以上の宿日直応援業務
   に従事した場合

1 回　20,000 円

5 ５時間未満の宿日直応援業務
   に従事した場合

1 回　10,000 円


